
○日向市うるおい福祉基金事業実施規約

(趣旨)

第１条 この規約は、市から交付された日向市うるおい福祉基金事業推進補助金の運用に関し必要な

事項を定めるものとする。

(運用に係る経費)

第２条 運用に係る経費は次のものとし、経費の支出については事務局庶務が起案し、日向市うるお

い福祉基金事業推進員会事務局長の決裁により支出を行う。

(１) 委員謝金

(２) 消耗品費

(３) 会議費

(４) 印刷製本費

(５) 通信運搬費

(６) 手数料

(７) 助成金

(８) 予備費

(助成金対象事業）

第３条 第２条第１項第７号の助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次

に掲げる事業とする。

(１) 民間の福祉事業の支援に関する事業

(２) 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業

(３) 生きがい及び健康づくり推進に関する事業

(４) 福祉ボランティア活動の活性化に関する事業

(５) 福祉事業推進に関する調査研究の支援事業

(６) 福祉教育の推進に関する事業

(７) その他福祉事業で日向市うるおい福祉基金事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)が

事業効果が高いと認める事業

２ 助成対象事業は、同一年度において１助成団体につき一事業とする。ただし、関連する事業を複

数日に行う場合、当該事業は一事業とみなす。

(助成対象団体)

第４条 補助対象団体は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(１) 市内に活動拠点を有する非営利活動団体であること。

(２) ５人以上の会員で組織されていること。

(３) 組織の運営に関する規約（非営利活動法人の場合は定款）等があること。

(４) 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。



(５) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第２条第１号に規定する暴力団でなく、

かつ、会員に同条第３号に規定する暴力団関係者がいないこと。

(助成金)

第５条 推進委員会は、第３条に規定する助成対象事業を実施する団体等に対し助成金を交付する。

２ 助成金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。

３ 助成対象事業は、同一年度において１団体につき一事業に限るものとし、助成限度額を30万円と

する。ただし、推薦委員会が活動実績等を審査の上、特に必要と認める事業については30万円を超

えて交付することができる。

４ 同事業での助成金申請があった場合は、通算３か年まで助成金を交付することができる。

(助成対象経費）

第６条 助成対象経費は、別表に掲げるものとする。ただし、推進委員会において、やむを得ない事

由により特に必要と認める場合は、この限りではない。

(助成金の交付申請等)

第７条 助成金の交付を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、日向市うるおい福

祉基金事業推進委員会会長（以下「会長」という。）に、次に掲げる書類を提出しなければならな

い。

(１) 日向市うるおい福祉基金事業助成金交付申請書(様式第１号)

(２) 助成金の交付を受けようとする事業の事業計画書

(３) 助成金の交付を受けようとする事業の収支予算書

(４) 団体の規約及び名簿（非営利活動法人の場合は、定款及び法人登記の写し）

(５) その他会長が必要と認める資料

(交付に対する条件）

第８条 助成金を利用して行った事業に対して残金又は益金が出た場合は、委員会に返還するものと

する。

(助成金の交付決定)

第９条 会長は、第７条の規定により助成金の交付の申請があったときは、推進委員会の審査を経て

助成金交付の可否を決定し、日向市うるおい福祉基金事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第２

号)により、申請団体等に通知するものとする。

(実績報告書)

第10条 助成金交付を受けた団体等は、助成金の対象となった事業終了後、速やかに日向市うるおい

福祉基金事業実績報告書(様式第３号)を会長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 偽りその他不正な手段で助成金の交付を受けたもの又は助成金の対象となった事業を実施し

なかったものは、助成金の全部又は一部を返還しなければならない。



(委任)

第11条 この規約に定めるもののほか、福祉基金事業の実施に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。

附 則

この規約は、令和４年４月１日から施行する。



別表1(第6条関係)

経費区分 内容

報償費 指導員・講師謝礼(原則１人１回５万円以内)

交通費 事業における旅費の実費相当額

消耗品費 文具、事務用品、材料、道具、教材、資料の作成に係る経費

通信費 郵便料、電話料等の実費相当額

調査費 実態調査、アンケート調査、ヒアリング等に係る経費

広報費 パンフレット、ポスター、ちらし等の作成・配布に係る経費

使用料及び賃借料 会場、リース料等に係る経費

備品費 事業を行う際に最小限必要な備品

保険料 行事保険料等

その他 推進委員会が必要と認める経費
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